
介護老人保健施設おとなの学校岡山校 

短期入所療養介護 重要事項説明書 
（介護予防を含む） 

 
 

【 目 的 】 
当施設は介護保険法令の趣旨に従って、看護、医学管理の下における介護及び機能訓練その他必
要な医療並びに日常生活上の世話を行い、利用者の療養生活の質の向上、および家族の身体・精神
的負担の軽減を図ることを目的とします。 
 

【 運営方針 】 
  ☆ 当施設は常にご利用者の意思及び人格を尊重し、ご利用者の立場に立ち、同意を得た上で、 

サービスの提供に努めます。 
 

☆ 当施設は地域、家庭との結びつきを重視します。また居宅介護支援事業者、その他各種保健・ 
医療・福祉サービス提供者、関係市町村とも連携し、総合的なサービスの提供に努めます。 

 
【 施設の概要 】 
  ☆ 当施設の各居室は、４人部屋、２人部屋、1人部屋となっております。 
 

☆ 当施設は、各居室、リハビリテーションルーム、特殊浴室（リフト浴）、一般浴室、食堂、レクリエー
ションルームなどの施設基準を満たしています。 

 
【 短期入所療養介護サービス 】 
  ☆ 居宅介護支援事業者の「居宅サービス計画書」に基づき、「短期入所療養介護計画」を作成し、

一定期間の看護・医学管理の下による介護・医療・日常生活支援のサービスを提供し、療養生活
の質の向上、介護者の負担の軽減を目的とします。 

 
☆ 送迎の体制の準備もしています。通常の送迎地域は、津山市、勝田郡及び美作市の範囲です。 
 
☆ 原則として送迎の範囲は、おとなの学校とご自宅の玄関までのサービスとなります。ご利用者の

部屋から玄関まで・玄関から部屋までは、ご家族の方でお願いいたします。ただし、居住環境等
でベッドへの乗り移りも考慮できる場合がございますが、その際に事故等ありましても責任は負
いかねますので、ご了承ください。 

 
  ☆ 積雪や台風、道路工事などの際に送迎が不可能な場合はご利用を中止又は延期していただく

か、ご家族にて送迎をしていただくようお願いをいたします。 
 
【 サービス利用料金および各種加算 】 
  ☆ ご利用者の要介護度に応じた施設サービス費と食費、滞在費、各種加算料金、居室料、電気代

他を申し受けます。（金額は別紙、ご利用料金表をご覧ください。） 
 

☆ 各種加算には、療養食加算、送迎加算などがあります。これはご利用者本人およびご家族のご
希望をもとに実施させていただきます。 
ただし、当日のご利用者本人およびご家族の意向、または当日のご利用者の体調により医師の
指示のもと、実施・算定を見合わせる場合がございます。 
当施設は上記加算などを算定するための施設基準を満たしています。 
 

【 利用定員 】 
  短期入所ご利用可能定員は、総床数３５床のうちの空床利用可能数までとなります。各サービスに

おいて、災害などやむを得ない事情がある場合を除き、利用定員を超えてのご利用は出来ません。 
 
 
【 サービス提供にかかる留意事項 】 
  ☆ サービス提供にあたっては、ご利用者またはご家族に文書による説明を行い、同意を得た上で 

サービスを提供し、利用料などのお支払いをお受けします。 
☆ サービス提供により当事業者が知り得たご利用者およびご家族に関する情報は、「地域ケア 

会議」 「サービス担当者会議」など以外の正当な理由なく、またご本人およびご家族の同意なし
には第三者に漏らしません。 
これは職員が退職した後も、またご利用サービス終了後も同様です。 



 
【 従事者の体制 】 
  従事者の体制については、介護保険法に定められた各サービスに関する人員基準により算出した

人数以上を確保し、サービスを提供いたします。 
 

・ 管理者                         １名 
・ 医師                          １名以上（兼務） 
・ 薬剤師                         １名（兼務） 
・ 看護、介護職員     全体のサービス提供にあたり１３名以上を配置いたします。 

うち看護職員４名以上、介護職員９名以上とします。 
                    （入所者３名に対し１名以上、通所リハビリ利用者２０名に対し２名以上） 

・ 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士      ２名以上 
・ 介護支援専門員                     １名 
・ 支援相談員                        １名 
・ 管理栄養士                       １名 
・ 歯科衛生士                      １名以上（兼務） 
・ 調理員、事務職員                        実情に応じて適当数、配置 

 
 
【 協力医療機関 】 
   ☆ 日本原病院（併設医療機関）   ☆井上歯科医院  ☆あさひ歯科クリニック 
  ☆ 積善病院歯科クリニック 
 
 
【 情報の開示 】 
  ご利用者の療養記録、施設内での診療記録、リハビリ記録などが記載されたカルテなどの書類は、 

利用者ご本人、当施設が認めたご家族よりお申し出があった場合、職員同席のもと自由に閲覧する 
ことができます。ただし場合により、身分証明を提示していただくことがあります。 

 
 
【 緊急時の対応 】 

☆ ご利用者に病状の急変または事故などの事態が生じた場合は、施設の医師、協力医療機関に
連絡を取り、必要な処置を行うとともに、ご家族の連絡先に連絡いたします。 
また、ご利用者の担当ケアマネジャーにも連絡し、報告いたします。 

      また事故の場合は、担当保険者（市町村）・岡山県へ連絡すると共に、詳細を記録いたします。 
 

☆ 病状によりサービス提供の続行が困難な場合は、サービスの提供を中止させていただくことが 
あります。 

 
☆ ご利用者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やか

に行います。 
なお、当施設は、下記の損害賠償保険に加入しています。 

 
損害賠償責任保険 

保険会社名：損害保険ジャパン株式会社 
加入保険名：医師賠償責任保険 
保障の概要：１事故につき２００，０００千円 

 
自動車保険 

保険会社名：損害保険ジャパン株式会社 
加入保険名：一般自動車保険 ＳＧＰ 
保障の概要：対人・対物・人身 無制限 

 
【 要望および苦情 】 

当施設に対する要望または苦情等がございましたら、担当者までお気軽にご相談ください。 
 
 
    相談窓口：おとなの学校岡山校 

電話番号      ０８６８－３６－３３９０ 
受付時間      ８：３０～１７：３０（日を除く） 
苦情受付担当者 介護支援専門員  石原 龍彦 
苦情解決責任者 管理者  森 夕子 



 
その他苦情受付機関：岡山県国民健康保険団体連合会 

                  介護保険課（介護サービス苦情処理） 
所在地   岡山市北区桑田町１７番５ 
電話番号 ０８６－２２３－８８１１ 
受付時間 ８：３０～１７：００（土日祝を除く） 

 
市町村窓口：津山市役所 高齢介護課 

所在地   岡山県津山市山北５２０ 
電話番号  ０８６８－３２－２０７０ 
 
勝央町役場 健康福祉部 
所在地   岡山県勝田郡勝央町平２４２－１ 
電話番号  ０８６８－３８－７１０２ 
 
奈義町保健相談センター 健康福祉課 
所在地   岡山県勝田郡奈義町豊沢３２７－１ 
電話番号  ０８６８－３６－６７００ 
 
美作市保健センター 高齢福祉課 
所在地   岡山県美作市北山３９０－２ 
電話番号  ０８６８－７２－７７０１ 
 
市町村(施設所在の市町村だけでなく保険者たる市町村も含む) 

 
 
【 写真の使用 】 

当施設において、行事等で撮影したご利用者の写真を、ＰＲや研修会資料として使用させていた
だく場合がありますので、ご了承ください。ご利用者の写真の公開を希望されない場合は、その
旨をお申し出ください。お申し出の無い場合には、ご了承いただいたものとさせていただきます。 

 
 

   社会医療法人清風會  介護老人保健施設おとなの学校岡山校 
 

                                                 岡山県津山市日本原３５２番地 
 

                                               電話 ０８６８－３６－３３９０ 
 

                                                  FAX  ０８６８－３６－３３６２ 
 

                                         介護保険事業者番号 ３３５３６８００１４ 


